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○ 取扱い 

 原則として、知覚過敏処置を実施し、後日、同一歯に対して、金属歯

冠修復のインレーを装着する場合のう蝕歯インレー修復形成の算定を認

める。 

 

○ 取扱いの根拠 

 臨床上、知覚過敏処置を実施し、後日、症状や歯の状態の変化等によ

り、やむを得ずメタルインレーを装着する必要があってう蝕歯インレー修

復形成を行う場合がある。 

 


